
       

                                           

鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

                                     

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５

条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

の実施に関し、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び地域支援事業実施要綱（平成

１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。

）に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び実施要綱において使用する用語の例に

よる。 

 （総合事業の内容） 

第３条 市長は、総合事業として、次の事業を行うものとする。 

 (1) 介護予防・生活支援サービス事業（以下「第１号事業」という。） 

  ア  訪問型サービス 

   (ｱ) 予防型訪問介護サービス 市が定める基準に従って行う事業で、介護保険法施行規

則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和六年厚

生労働省告示第八十六号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。）第三条

に規定する指定相当訪問型サービス 

   (ｲ) 生活支援型訪問介護サービス 市が定める基準に従って行う事業で、市が実施する

研修を修了した者等による掃除、洗濯、調理等の日常生活の援助を行うサービス 

   (ｳ) 訪問型住民主体サービス 住民が主体となって行う事業で、掃除、洗濯、調理等の

日常生活の援助を行うサービス 

   (ｴ) 訪問型個別支援サービス 保健・医療の専門職が行う事業で、閉じこもり、認知症

及びうつの予防を目的として、短期間において集中的に行うサービス 

  イ  通所型サービス 

   (ｱ) 予防型通所介護サービス 市が定める基準に従って行う事業で、指定相当訪問型サ

ービス等基準第四十七条に規定する指定相当通所型サービス 

   (ｲ) ミニデイ型通所介護サービス 市が定める基準に従って行う事業で、短時間の日常

生活上の支援やレクリエーションを提供するサービス 

   (ｳ) 運動型通所介護サービス 市が定める基準に従って行う事業で、運動器の機能向上



を目的として機能訓練等を行うサービス 

  ウ  介護予防ケアマネジメント 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介

護予防支援事業 

 (2) 一般介護予防事業 

  ア  介護予防普及啓発事業 

  イ  地域介護予防活動支援事業 

  ウ  地域リハビリテーション活動支援事業 

 （総合事業の実施） 

第４条 次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき市長が指定する者

（以下「指定事業者」という。）が実施するものとする。 

 (1) 予防型訪問介護サービス 

 (2) 生活支援型訪問介護サービス 

 (3) 予防型通所介護サービス 

 (4) ミニデイ型通所介護サービス 

 (5) 運動型通所介護サービス 

２ 次に掲げる事業は、法第１１５条の４７第４項の規定に基づき適切に事業が実施できると

認められる者に委託して実施することができる。 

 (1) 訪問型個別支援サービス 

 (2) 介護予防ケアマネジメント 

 (3) 介護予防普及啓発事業 

 (4) 地域介護予防活動支援事業 

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 

３ 訪問型住民主体サービスは、実施要綱に基づき適切に事業が実施できると認められる者に

補助金を交付して実施することができる。 

 （指定事業者による第１号事業の実施） 

第５条 指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関する必要な事項は、別に定めるところ

による。 

 （総合事業の対象者） 

第６条 第１号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 (1) 居宅要支援被保険者 

 (2) 事業対象者（介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働

大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第１に定める基本チェッ

クリスト（以下「基本チェックリスト」という。）の質問項目に対する回答の結果が同基

準様式第２に掲げるいずれかの要件に該当する第１号被保険者（以下「基本チェックリス

ト該当者」という。）で、地域包括支援センターに対して介護予防ケアマネジメントを依



頼し、第８条第１項に定める手続を終了した者） 

 （事業対象者の要件及び確認） 

第７条 第１号事業を受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当する第１号被保険者は、

居住地を管轄する地域包括支援センターに鹿児島市基本チェックリスト（様式第１）を提出

しなければならない。 

 (1) 要介護又は要支援認定を既に受けている者で、かつ認定の有効期間の満了に当たり、要

介護又は要支援認定申請を行わない者 

 (2) 要介護又は要支援認定の結果が非該当と認定された者 

 (3) 第１号事業のうち、訪問型住民主体サービス又は訪問型個別支援サービスのみを受けよ

うとする者 

 (4) 前各号に定めるもののほか市長が特に認める者 

２ 前項の規定により提出があったときは、地域包括支援センターは、基本チェックリスト該

当者であるか確認を行うものとする。 

３ 前項の確認を行うときは、原則として地域包括支援センターが、本人との面接によって行

うものとする。ただし、本人が入院中である、外出に支障がある等本人との面接が困難な場

合は、電話又は家族の来所による本人の状況等の聞き取りをもって代えることができる。 

 （事業対象者の手続） 

第８条 前条の規定による確認の結果、基本チェックリスト該当者と認められる者であって事

業対象者となろうとする者は、基本チェックリストの実施結果及び介護予防ケアマネジメン

ト依頼（変更）届出書（様式第２。以下「依頼届出書」という。）に介護保険被保険者証を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 基本チェックリスト該当者は、基本チェックリストの質問項目に対する回答を行った日か

ら１か月以内に前項の手続を行わなければならない。 

３ 前条第１項第１号に該当し、認定有効期間満了日の翌日から第１号事業を受けようとする

者は、既に受けている認定の有効期間の満了日の１か月前から満了日までに、第１項の手続

を行わなければならない。 

４ 当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターは、基本チェック

リスト該当者に代わって第１項に規定する依頼届出書の提出を行うことができる。 

 （事業対象者の介護予防ケアマネジメント依頼終了届出） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼終了届

出書（様式第３）に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 自立・回復等により事業対象者でなくなるとき。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生するとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業対象者が法第１９条第１項に規定する要介護認定又は法第

１９条第２項に規定する要支援認定を受けたときは、当該認定の効力が生ずる日の前日をも



って事業対象者の資格を喪失するものとする。 

 （第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第１０条 第１号事業支給費の支給限度額は、次に掲げる各号の規定によるものとする。 

 (1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額 法第５５条第１項に規定する額 

 (2) 事業対象者に係る支給限度基準額 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護

予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号）第２号イに規定

する単位数により算定した額 

 （１単位の単価） 

第１１条 訪問型サービスに係る１単位の単価は１０円に厚生労働大臣が定める一単位の単価

（平成２７年厚生労働省告示第９３号）の表の上欄に掲げる本市の地域区分及び同表の中欄

中訪問介護に応じた同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額と、通所型サービスに係る１単位

の単価は１０円に同表の上欄に掲げる本市の地域区分及び同表の中欄中通所介護に応じた同

表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

 （第１号事業に要する費用の額） 

第１２条 指定事業者が実施する第１号事業に要する費用の額は、前条の規定により事業の種

類ごとに算定される１単位の単価に別表第１及び別表第２に定める単位数を乗じて算定する

ものとする。 

２ 前項の規定により第１号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てて計算するものとする。 

 （第１号事業支給費の支給割合） 

第１３条 市長は、第６条各号に掲げる者が、指定事業者が実施する第１号事業を利用したと

きは、第１号事業支給費として、前条に定める費用の額の１００分の９０（法第５９条の２

第１項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては１００分の８０、法第５

９条の２第２項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては１００分の７０

）に相当する額を支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、第６条各号に掲げる者が、災害その他の事情により第

１号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、第１号事業支給費の額

の特例を決定することができる。 

３ 前項の第１号事業支給費の額の特例に関する基準、様式及び手続については、鹿児島市居

宅介護サービス費等の額の特例に関する規則（平成１２年規則第９１号）の例による。 

 （高額介護予防サービス費等相当額の支給） 

第１４条 市長は、第４条第１項各号に掲げる事業について、法第６１条第１項の高額介護予

防サービス費及び法第６１条の２第１項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額（

以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）を支給するものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他必要な事項は、法第６１条及



び法第６１条の２に定める規定を準用する。 

３ 申請及び支給決定等に関する様式及び手続については、鹿児島市介護保険法施行細則（平

成１２年規則第８８号）の例による。 

 （文書の提出等） 

第１５条 市は、第１号事業支給費に関して必要があると認めるときは、当該支給費の支給を

受ける者若しくは当該支給費の支給に係る第１号事業を実施する者又はこれらの者であった

者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に

質問若しくは照会をさせることができる。 

 （指導及び監査） 

第１６条 市長は、第１号事業の適切かつ有効な実施のため、第１号事業を実施するものに対

して、指導及び監査を行うものとする。 

 （不正利得の徴収等） 

第１７条 市長は、偽りその他不正な行為により、利用者が第１号事業支給費の支給を受けた

とき、又は指定事業者が第１号事業支給費の支払を受けたときは、当該支給費の額又は支払

額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （鹿児島市元気づくり高齢者促進事業実施要領等の廃止） 

２ 鹿児島市元気づくり高齢者促進事業実施要領（平成２３年３月１７日制定）、鹿児島市は

つらつ元気づくり教室事業実施要領（平成２４年３月１５日制定）、鹿児島市はつらつ元気

づくり教室事業受託事業者募集要領（平成２４年１２月１０日制定）、鹿児島市訪問型個別

支援事業実施要領（平成２４年３月１５日制定）、鹿児島市栄養改善事業実施要領（平成１

９年３月３０日制定）、鹿児島市口腔機能向上事業実施要領（平成１９年３月３０日制定）

は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の際現に居宅要支援被保険者である者は、本人の希望により当該要支援認

定有効期間満了日前に第１号事業を受けようとする場合を除き、当該要支援認定有効期間満

了日の翌日から第１号事業の利用対象者とする。 

４ 前項の要支援認定有効期間満了日の翌日から平成３０年３月３１日までの間について、第

１号事業の指定を受けていない指定介護予防サービス事業者によるサービス提供を受けよう

とする者は、その者の要支援認定に基づき、介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護



予防支援を利用することができる。 

付 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。ただし、別表第１及び別表第２の改正規

定については、同年１０月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の第１３条の規定は、平成３０年８月１日以降に利用された第１号事業に係る第１

号事業支給費について適用する。 

３ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成３０年１０月１日以降に実施された第１号

事業に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額

の算定については、なお従前の例による。 

付 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和元年１０月１日以降に実施された第１号事

業に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額の

算定については、なお従前の例による。 

付 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和３年４月１日以降に実施された第１号事業

に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額の算

定については、なお従前の例による。 

 （経過措置） 



３ 令和３年９月３０日までの間は、別表第１中の予防型訪問介護サービス費の(1)から(3)ま

で、予防型通所介護サービス費の(1)、別表第２中の生活支援型訪問介護サービス費、ミニ

デイ型通所介護サービス費及び運動型通所介護サービス費について、それぞれの所定単位数

の１０００分の１００１に相当する単位数を算定する。 

付 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和６年４月１日以降に実施された第１号事業

に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額の算

定については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ 令和７年３月３１日までの間は、改正後の別表第１中の予防型訪問介護サービス費の注４ 

及び予防型通所介護サービス費の注４並びに別表第２中の生活支援型訪問介護サービス費の 

(1)の注２、ミニデイ型通所介護サービス費の(1)の注２及び運動型通所介護サービス費の 

(1)の注２の規定は、適用しない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和６年６月１日以降に実施された第１号事業

に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額の算

定については、なお従前の例による。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和８年６月１日以降に実施された第１号事業

に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施された第１号事業に係る費用の額の算

定については、なお従前の例による。 

 

 



別表第１ 

１ 予防型訪問介護サービス費 

 １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

(1) １週に１回程度の場合 １，１７６単位 

(2) １週に２回程度の場合 ２，３４９単位 

(3) １週に２回を超える程度の場合 ３，７２７単位 

 注 

１ 利用者に対して、予防型訪問介護サービス事業所（指定相当訪問型サービス等基準第

４条第１項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護

員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、予防型訪問介護サービス

を行った場合に、介護予防サービス計画（指定相当訪問型サービス等基準第１４条に規

定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた標準的な回数又は

内容で、所定単位数を算定する。 

２ 介護保険法施行規則第２２条の２３第１項に規定する生活援助従事者研修課程の修了

者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

５ 予防型訪問介護サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物若しくは予防型訪問介護サービス事業所と同一の建物（以下この注において「

同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（予防型訪問介護サービス事業所にお

ける１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用

者を除く。）又は予防型訪問介護サービス事業所における１月当たりの利用者が同一の

建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対し

て、予防型訪問介護サービスを行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する

単位数を算定し、予防型訪問介護サービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷

地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して、予防型訪問介護サー

ビスを行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定

する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する予防型訪問介護サービス事業

所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（予防型訪問介護サービス事業所における１

月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除

く。）に対して、予防型訪問介護サービスを行った場合は、１回につき所定単位数の 

１００分の８８に相当する単位数を算定する。 

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する予防型訪問介護サービス事業所（その一部



として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はそ

の一部として使用される事務所の訪問介護員等が予防型訪問介護サービスを行った場合

は、特別地域加算として、所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数

に加算する。 

７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、１月当たり実利用者数が５人以下で

ある予防型訪問介護サービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介

護員等が予防型訪問介護サービスを行った場合は、所定単位数の１００分の１０に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

８ 予防型訪問介護サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に

居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、予防型訪問介護サービ

スを行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

９ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若し

くは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、予防型訪問介護サービス費

は、算定しない。 

１０ 利用者が一の予防型訪問介護サービス事業所において予防型訪問介護サービスを受け 

ている間は、当該予防型訪問介護サービス事業所以外の予防型訪問介護サービス事業所 

が予防型訪問介護サービスを行った場合に、予防型訪問介護サービス費は、算定しない。 

(4) 初回加算 ２００単位 

注 予防型訪問介護サービス事業所において、新規に予防型訪問介護サービス計画を作成

した利用者に対して、サービス提供責任者（指定相当訪問型サービス等基準第４条第２

項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。）が初回若しくは初

回の予防型訪問介護サービスを行った日の属する月に予防型訪問介護サービスを行った

場合又は当該予防型訪問介護サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初

回の予防型訪問介護サービスを行った日の属する月に予防型訪問介護サービスを行った

際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

(5) 生活機能向上連携加算 

ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

注 

１ アについて、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「指定介護予防サ

ービス基準」という。）第７９条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーシ



ョン事業所をいう。以下同じ。）、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指

定介護予防サービス基準第１１７条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定する医療提供施

設をいい、病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心と

した半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注２において同じ。

）の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上

を目的とした予防型訪問介護サービス計画を作成し、当該予防型訪問介護サービス計

画に基づく予防型訪問介護サービスを行ったときは、初回の当該予防型訪問介護サー

ビスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

２ イについて、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定

介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハ

ビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８条に規定する指定介護予防訪問リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護予防通所リハビリテーション（指

定介護予防サービス基準第１１６条に規定する指定介護予防通所リハビリテーション

をいう。以下同じ。）等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供

責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利

用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした予防

型訪問介護サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士と連携し、当該予防型訪問介護サービス計画に基づく予防型訪問介

護サービスを行ったときは、初回の当該予防型訪問介護サービスが行われた日の属す

る月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、アを算定している場

合は、算定しない。 

 (6) 口腔連携強化加算 ５０単位 

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た予防型訪

問介護サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利

用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員（指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３７号）第２条第１項に規定する担当職員をいう。）、

介護支援専門員（同条第２項に規定する介護支援専門員をいう。）又は第一号介護予防

支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第一号介護予防支援事業をい

う。）に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化

加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

(7) 介護職員等処遇改善加算 



注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして市長に届け出た予防型訪問介護サービス事業所が、利用者に対し、予防型訪

問介護サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ (1)から(6)までにより算定した単位数の 

１０００分の２７０に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ (1)から(6)までにより算定した単位数の 

１０００分の２８７に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)から(6)までにより算定した単位数の 

１０００分の２４９に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)から(6)までにより算定した単位数の 

１０００分の２６６に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)から(6)までにより算定した単位数の１０００ 

分の２０７に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)から(6)までにより算定した単位数の１０００ 

分の１７０に相当する単位数 

 

２ 予防型通所介護サービス費 

(1) １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

ア 事業対象者・要支援１ １，７９８単位 

イ 事業対象者・要支援２ ３，６２１単位 

注 

１ 看護職員（指定相当訪問型サービス等基準第４８条第２号に規定する看護職員をい

う。以下同じ。）又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た予防型

通所介護サービス事業所（予防型通所介護サービスの事業を行う事業所をいう。以下

同じ。）において、予防型通所介護サービスを行った場合に、介護予防サービス計画

に位置付けられた標準的な回数又は内容で、所定単位数を算定する。ただし、利用者

の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

２ 利用者が事業対象者（介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号に定める者

をいう。以下同じ。）であって、介護予防サービス計画において、１週に１回程度の

予防型通所介護サービスが必要とされた場合について(１)アに掲げる所定単位数を、

１週に２回程度又は２回を超える程度の予防型通所介護サービスが必要とされた場合

については(１)イに掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。 



３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

５ 予防型通所介護サービス事業所の従業者（指定相当訪問型サービス等基準第４８条

第１項に規定する通所型サービス従業者をいう。）が、別に厚生労働大臣が定める地

域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、予防型通所介護

サービスを行った場合は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数

に加算する。 

６ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防

特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知

症対応型共同生活介護を受けている間は、予防型通所介護サービス費は、算定しない。 

７ 利用者が一の予防型通所介護サービス事業所において予防型通所介護サービスを受

けている間は、当該予防型通所介護サービス事業所以外の予防型通所介護サービス事

業所が予防型通所介護サービスを行った場合に、予防型通所介護サービス費は、算定

しない。 

８ 予防型通所介護サービス事業所と同一建物に居住する者又は予防型通所介護サービ

ス事業所と同一建物から当該予防型通所介護サービス事業所に通う者に対し、予防型

通所介護サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単

位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認

められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者

に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

ア (1)アを算定している場合（１月につき） ３７６単位 

イ (1)イを算定している場合（１月につき） ７５２単位 

９ 利用者に対して、その居宅と予防型通所介護サービス事業所との間の送迎を行わな

い場合は、片道につき４７単位（(1)アを算定している場合は１月につき３７６単位

を、(１)イを算定している場合は１月につき７５２単位を限度とする。）を所定単位

数から減算する。ただし、注８を算定している場合は、この限りでない。 

(2) 生活機能向上グループ活動加算 １００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活

機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実

施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」

という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用

者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを

算定している場合は、算定しない。 



ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員（理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓

練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する

はり師又はきゅう師を含む。）その他予防型通所介護サービス事業所の従業者が共同

して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した予防型通所介護サービス計画（

指定相当訪問型サービス等基準第６３条第２号に規定する通所型サービス計画をいう。

以下同じ。）を作成していること。 

イ 予防型通所介護サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資

するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目

の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の

心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行ってい

ること。 

(3) 若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位 

注 受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期に

おける認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。）ごとに個別の担当者

を定めているものとして市長に届け出た予防型通所介護サービス事業所において、若年

性認知症利用者に対して予防型通所介護サービスを行った場合は、１月につき所定単位

数を加算する。 

(4) 栄養アセスメント加算 ５０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た予防型通所介護

サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養ア

セスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをい

う。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善

サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置して

いること。 

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（

(6)の注において「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、

当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 



エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準

のいずれにも該当しない予防型通所介護サービス事業所であること。 

(5) 栄養改善加算 ２００単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態に

ある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を

目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の

状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）

を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置して

いること。 

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理

栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準

のいずれにも該当しない予防型通所介護サービス事業所であること。 

(6) 口腔機能向上加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能

が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の

向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機

能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資

すると認められるもの（以下この注及び(8)において「口腔機能向上サービス」という。

）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げるいずれか一方

の単位数を所定単位数に加算する。 

ア 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

イ 口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

(7) 一体的サービス提供加算 ４８０単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た予防型通

所介護サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービス

をいずれも実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、(5)栄養改善

加算又は(6)口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 

(8) サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た予防型通所



介護サービス事業所が利用者に対し予防型通所介護サービスを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

ア サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

(ｱ) 事業対象者・要支援１ ８８単位 

(ｲ) 事業対象者・要支援２ １７６単位 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

(ｱ) 事業対象者・要支援１ ７２単位 

(ｲ) 事業対象者・要支援２ １４４単位 

ウ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

(ｱ) 事業対象者・要支援１ ２４単位 

(ｲ) 事業対象者・要支援２ ４８単位 

(9) 生活機能向上連携加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た予防型通所

介護サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行

い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アに

ついては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月

に１回を限度として、１月につき、イについては１月につき、次に掲げるいずれか一方

の単位数を所定単位数に加算する。なお、運動器機能向上加算を算定している場合、ア

は算定せず、イは１月につき１００単位を所定単位数に加算する。 

ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

(10) 口腔・栄養スクリーニング加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する予防型通所介護サービス事業所の従業者が、

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状

態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げるい

ずれか一方の単位数を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業

所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。 

ア 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位 

(11) 科学的介護推進体制加算 ４０単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た予防型通所介護

サービス事業所が、利用者に対し予防型通所介護サービスを行った場合は、１月につき

所定単位数を加算する。 



ア 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、

口腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の

入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

イ 必要に応じて予防型通所介護サービス計画を見直すなど、予防型通所介護サービス

の提供に当たって、アに規定する情報その他予防型通所介護サービスを適切かつ有効

に提供するために必要な情報を活用していること。 

(12) 介護職員等処遇改善加算 

注 

１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい 

るものとして市長に届け出た予防型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人以上

である場合に限る。）が、利用者に対し、予防型通所介護サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１１１に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１２０に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１０９に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１１８に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の９９に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の８３に相当する単位数 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい 

るものとして市長に届け出た予防型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人未満

である場合に限る。）が、利用者に対し、予防型通所介護サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１１７に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の 



１０００分の１２７に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１１５に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１２５に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の１０５に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)から(11)までにより算定した単位数の 

１０００分の８９に相当する単位数 

 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

(1) 介護予防ケアマネジメント費（１月につき） ４４２単位 

  注 

１ 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行 

った場合に、所定単位数を算定する。 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減 

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし 

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

(2) 初回加算 ３００単位 

注 介護予防ケアマネジメント事業所（介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所。 

以下同じ。）において、新規に介護予防ケアプラン（介護予防ケアマネジメント事業所 

が作成する介護予防サービス計画（法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス 

計画をいう。）に類するものをいう。以下同じ。）を作成する利用者に対し介護予防ケ 

アマネジメントを行った場合については、初回加算として、１月につき所定単位数を加 

算する。 

(3) 委託連携加算 ３００単位 

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指

定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３８号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以

下同じ。）に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅支援事業所に提

供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場

合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所

定単位数を加算する。 

(4) 介護職員等処遇改善加算 



注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして市長に届け出た介護予防ケアマネジメント事業所が、利用者に対し、介護予

防ケアマネジメントを行った場合は、(1)から(3)までにより算定した単位数の 

１０００分の２１に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２ 

 生活支援型訪問介護サービス、ミニデイ型通所介護サービス及び運動型通所介護サービスは、

それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下

に掲げるもののほか、介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生

労働大臣が定める基準（令和３年３月１５日厚生労働省告示第７２号）及び介護保険法施行規

則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施

上の留意事項について（令和３年３月１９日老認発０３１９第３号、厚生労働省老健局認知症

施策・地域介護推進課長通知）に準ずるものとする。 

１ 生活支援型訪問介護サービス費 

(1) 生活支援型訪問介護サービス費 

  ア 生活支援型訪問介護サービス費Ⅰ ９２９単位 

     （事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

  イ 生活支援型訪問介護サービス費Ⅱ １，８５８単位 

     （事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

  ウ 生活支援型訪問介護サービス費Ⅲ ２，７８７単位 

     （事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

  注 

   １ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

   ２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

(2) 介護職員等処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして市長に届け出た生活支援型訪問介護サービス事業所が、利用者に対し、生活

支援型訪問介護サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)により算定した単位数の１０００分の 

２４９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)により算定した単位数の１０００分の 

２６６に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)により算定した単位数の１０００分の２０７ 

に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)により算定した単位数の１０００分の１７０ 

に相当する単位数 



 

２ ミニデイ型通所介護サービス費 

 (1) ミニデイ型通所介護サービス費 

  ア 事業対象者・要支援１ １，４１４単位（１月につき） 

  イ  事業対象者・要支援２ ２，８２８単位（１月につき） 

  注 

   １ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

   ２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ 利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じる。 

   ４ 介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じる。 

 (2) 介護職員等処遇改善加算 

注 

１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして市長に届け出たミニデイ型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人

以上である場合に限る。）が、利用者に対し、ミニデイ型通所介護サービスを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１０９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１１８に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)により算定した単位数の１０００分の９９ 

に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)により算定した単位数の１０００分の８３ 

 に相当する単位数 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして市長に届け出たミニデイ型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人

未満である場合に限る。）が、利用者に対し、ミニデイ型通所介護サービスを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)により算定した単位数の１０００分の 



１１５に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１２５に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)により算定した単位数の１０００分の 

１０５に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)により算定した単位数の１０００分の８９ 

に相当する単位数 

 

３ 運動型通所介護サービス費 

 (1) 運動型通所介護サービス費 ３６６単位（１回当たり） 

  注 

   １ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

   ２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算とし

て、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ 利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じる。 

   ４ 介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じる。 

 (2) 介護職員等処遇改善加算 

注  

１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして市長に届け出た運動型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人以上

である場合に限る。）が、利用者に対し、運動型通所介護サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１０９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１１８に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)により算定した単位数の１０００分の９９ 

 に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)により算定した単位数の１０００分の８３ 

 に相当する単位数 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして市長に届け出た運動型通所介護サービス事業所（利用定員が１９人未満



である場合に限る。）が、利用者に対し、運動型通所介護サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１１５に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ (1)により算定した単位数の１０００分の 

１２５に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） (1)により算定した単位数の１０００分の 

１０５に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） (1)により算定した単位数の１０００分の８９

に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１（第７条関係） 

 

 

 

 

被保険者番号  実施日 
   年  月  日
（  ） 

 

ふりがな  

生年月日 
      年   月   日 

（   歳） 氏 名  

住所  本人連絡先 

希望するサービス内容  

No. 質問項目 【回答】いずれかに○をお付けください 

1 バスや電車で１人で外出していますか 0.はい 1.いいえ 

2 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ 

3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ 

4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ 

5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ 

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ 

8 １５分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ 

9 この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ 

11 ６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ 

12 身長    cm   体重    kg  （ＢＭＩ＝    ）(注) 1.該当 0.非該当 

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ 

15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ 

16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ 

18 周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか 1.はい 0.いいえ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ 

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい 0.いいえ 

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる 1.はい 0.いいえ 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ 

（注）ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が 18.5未満の場合に該当とする 

同意欄 
 介護保険事業の適切な運営と今後の介護予防ケアマネジメントに活用するため、この基本チェックリストの結果を、
鹿児島市、鹿児島市地域包括支援センター及びその他関係する行政機関へ提供することに同意します。 
 

                           氏名（本人署名）                

実施地域包括支援センター： 確認者印   

鹿児島市基本チェックリスト 



様式第２（第８条関係） 

   

 

 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

区  分  

新規 ・ 変更 

被 保 険 者  氏 名 被 保  険 者 番 号 

フリガナ  
          

 
生 年 月 日  

明・大・昭  

  年    月    日 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター  

地域包括支援センター名   地域包括支援センターの所在地  〒   

 

 

 

電話番号      －       

地域包括支援センターを変更する場合の事由等   

※変更する場合のみ記入してください。  

 

                                 

 変更年月日（       年   月   日）  

   

鹿児島市長 殿  

 

  上記の地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼することを届出

します。  

 

       年   月   日  

 

被保険者  

 

住 所 

 

氏 名             印  

    

電話番号  

 

保険者確認欄  

□ 被保険者証資格  □ 届出の重複  

□ 地域包括支援センター  

            

 

注  １ この届出書は、「事業対象者」手続に使用するものです。太枠内のみ記入してください。  

２ この届出書は、介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センターが決まり次第、基  

本チェックリストの結果と併せて、速やかに鹿児島市に提出してください。なお、届出の際に  

は、介護保険被保険者証又は介護保険資格者証を添えて提出してください。  

３ 介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センターを変更するときは、変更年月日を  

記入のうえ、必ず鹿児島市へ提出してください。届出のない場合は、サービスに係る費用を一  

旦、全額負担していただくことがあります。  

４ 住所地特例の対象施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口 に提出してくださ  

い。  



様式第３（第９条関係） 

 

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 依 頼 終 了 届 出 書 

 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ                     

  

生 年 月 日 

明・大・昭   年  月  日 

介護予防ケアマネジメントを依頼していた地域包括支援センター 

地域包括支援センター名   地域包括支援センターの所在地 〒 

  

電話番号     ─     

事業所番号                     依頼届出年月日 年  月  日 

介護予防ケアマネジメントの依頼を終了した事由等 

1 自立・回復のため 

2 その他(                                 ) 

  終 了 年 月 日   年  月  日 

 

 鹿児島市長 殿 

 

 上記の地域包括支援センターに「事業対象者」としての介護予防ケアマネジメントの 

依頼を終了したことを届出します。 

 

        年  月  日 

 

        住所 

  被保険者                   電話番号    

 

        氏名           印 

注1 この届出書は、「事業対象者」終了手続に使用するものです。太枠内のみ記入してく 
ださい。 

 2 この届出書は、「事業対象者」が地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメント 
依頼を終了した事由が発生したとき、速やかに鹿児島市へ提出してください。 

 
 

保険者確認欄 

受付日  入力日  証回収 有 ・ 無 

証交付 
有（  年  月  日） 
 
無 

備考 

 


